
 

 

令和７年度佐賀県食品衛生監視指導計画の実施結果 

 

１ 実施期間 

  令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

２ 実施結果（概要） 

（１）食品関係施設への立入検査実施状況 

県内各保健福祉事務所の食品衛生監視員が、県内の飲食店や販売店、製造

所及び学校や社会福祉施設等の給食施設などでの立入検査を行いました。 

対象施設 施設数 立入件数 

総  数 21,777 8,491 

  （施設数は令和８年３月末現在） 

 立入検査の結果、食品衛生上大きな危害となるような施設の不備、不適切

な食品等の取扱・保管等はありませんでした。 

併せて、自主検査、原材料の安全性確認、記録の保存等の HACCP に沿っ

た衛生管理及び食品の表示について、食品等事業者に助言、指導を行いまし

た。 

 

（２）と畜検査及び食鳥検査 

① と畜検査頭数 

と畜場でと畜される牛や豚などの家畜について、と畜検査員が目視検

査や精密検査などを行い、疾病等で食用に適さないものを排除しました。 

畜  種 と畜検査頭数 

牛 5,704（とく 4） 

馬 0 

豚 75,543 

めん山羊 0 

計 81,247 

 

② BSE 検査頭数 

牛海綿状脳症（BSE）対策として、特定危険部位が適正に除去された

ことを確認するとともに、24 か月齢以上の牛のうち、生体検査において

神経症状が疑われるもの及び全身症状を呈するものを対象に BSE 検査

を実施することとしていますが、検査対象となる牛はいませんでした。 

畜  種 BSE 検査頭数 

牛 0 

 

 



③ 食鳥検査羽数 

大規模食鳥処理場で処理される食鳥について、検査員が目視検査や精

密検査などを行い、疾病等で食用に適さないものを排除しました。 

処理施設数 

（年 30 万羽超食鳥処理場） 
検査羽数 

5 23,468,436 

 

（３）食品等の検査実施状況 

  ① 抜き取り検査結果 

県内に流通する食品等 1,064 検体の抜き取り検査を実施し、細菌、残留

農薬、添加物等の検査を実施し、違反食品の排除に努めました。 

○細菌検査において 1 件の違反を発見しました。 

 非加熱食肉製品で黄色ブドウ球菌が基準値を超過して検出されたもの

があり、微生物汚染の原因究明と適切な食品の取扱いなどについて指導

を行いました。 

〇残留農薬検査において 1 件の基準値超過を発見しました。 

農産物（いちご）で、農薬（ホスチアゼート）が基準値を超過して検

出されたものが 1 件あり、回収等の指導を行いました。 

 

② 表示検査結果 

県内に流通する食品 44,746 検体について、食品表示法に基づく消費期限

又は賞味期限、特定原材料、製造者住所・氏名、使用添加物、保存方法な

どについて、表示検査を実施しました。 

表示検査においては、食品衛生上大きな危害となるような違反は発見さ

れませんでした。 

 

（４）食中毒発生状況 

令和７年度は、年間で計３件の食中毒が発生しました。病院物質の内訳

はアニサキス１件、ウエルシュ菌１件、ノロウイルス１件でした。 

 

（５）県民への食品等による危害発生防止のための情報提供 

① 食中毒注意報発令 

食中毒が発生しやすい気象条件になった夏期に、食中毒注意報を２回発

令し、食品関連施設等に対し、食中毒の予防について注意喚起を行いまし

た。 

発令番号 発令日時 

第 1号 令和７年８月８日 11時 

第 2号 令和７年９月１８日 11時 

 



② 夏期及び年末一斉取締り 

厚生労働省及び消費者庁が示す方針を踏まえ、細菌による食中毒が増加

する夏期（7～8 月）及びノロウイルスによる食中毒が増加し、食品等の流

通量も増加する年末（12 月）に、県内全域での一斉取締りを実施しました。 

 

③ 食中毒予防の啓発 

食中毒が発生しやすい夏期には、ラジオや広報誌等で一般消費者向けに

家庭における食中毒の予防方法について啓発を行いました。 


